
Ⅵ 研 修 生

１ 研修生とは，県内の企業等からの要請により工業に関する知識及び技術を修得しようとす

るものを受け入れるものである。

２ 研修の実施期間は，長期が１年，短期は所長が定める期間とし当該会計年度内とする。

３ 研修生の手続き

工

志 ① 入所願書

業

(1) 履歴書 (2) 卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 住民票の写し (4) 健康診断書 技

② 筆記・面接試験の実施 術

願

③ 入所の許可 セ

④ 誓約書の提出 ン

⑤ 研修生の受け入れ タ

者 ｜

⑥ 終了証書授与


